
原則、仕様書のとおりとしますが、
キャビン内で容易に視認できる位置
に取り付けされる場合、可とします。

キャビン内を有効に照らすことがで
きる能力を有する場合、可とします。

原則、仕様書のとおりとします。
ただし、車両の特性上やむを得ない
場合は、手動チルト装置も可としま
す。




